
8 電気協会報　2010. 10 9電気協会報　2010. 10

随 想

案し、規制当局の要求を停止期間に影響を
与えずに満足させる方法に関して規制当局
と EDF の意見交換の機会を強化すること
を緊急措置として提案している。

技術的取組みに関しては、既存炉の高
経年化対策の充実、これまでの経験を踏
まえて EPR の最適化を行うことに加え
て、EPR オンリーではなく、三菱重工と
AREVA が共同開発している ATEMA1
など小さい炉型も製品ラインアップに入
れて顧客ニーズに対する対応能力を高め
ること、高レベル廃棄物の新地層処分施
設の建設を 2015 年に開始する取組みを、
ANDRA を中心に関係者が協力して、緊
急課題であるとの認識を持って推進してい
くべきと提言している。

また、産業と国家の関係については、
UAE における失敗は、新興国の要求に迅
速に応える体制がなかったことによるこ
と、輸出市場は多面的であることを踏ま
え、新興市場における競争は重要であり、
政府は高いレベルで事業展開に関与し、政
府間合意を強化していくべきとした上で、
1）新しい国際情勢を踏まえれば、国の産
業再編に対する役割、特にこの産業が戦略
的、政治的、産業政策的な重要性を効果的
に発揮させるように国のガバナンスを強化
するべきであり、これらを実施するのに必
要な能力と予算を持ったエネルギー省を設
置するか、大統領府に担当部局を設けるべ
き。2）顧客の要求を満足するオファーを
行う以前に顧客と一緒にそれを考え、それ
に対する産業界の対応の仕方を提案できる
サービス会社（コンサルであろうか）を設
立するべき。3）建設の実務においてはエ
ンジニアリングが重要であり、実務経験か

らも運転経験からいってもこれに優れた世
界的にユニークな存在である EDF は、こ
の点でチームフランスの中心となるべき、
4）AREVA と EDF は、相補的関係にあ
る両者の協力が公益上戦略的重要性をもつ
ので、真剣な対話、共同研究、分析が様々
な取組みにおいてなされるべき、5）基盤
研究、研究設備の整備、産業界の取組みを
支援する研究開発、高速炉のような将来技
術の研究開発から構成される CEA の研究
開発計画を関係者が協議して取りまとめ、
推進するべき、6）国による原子力に関す
るウエブポータルを整備し、義務教育にお
けるエネルギー・原子力教育を充実し、原
子力施設の管理区域見学制限を見直し、高
度な原子力人材育成組織を整備するべき、
としている。

最後に、安全水準の国際規範の在り方に
関連しては、原子力市場の拡大と競争の激
化により国際統制の重要性が増してきてい
るとして、1）少なくとも欧州の考え方を
反映した、経済的制約も加味した実際的な
安全水準の在り方について国の責任で検
討するタスクを立ちあげること、2）規制
行政のための原子力安全研究組織（IRSN）
はフランスにおける安全の考え方のデータ
ベースを整備してこれを国際的に普及させ
ること、3）チームフランスは国際標準の
開発に全力を尽くし、安全性、セキュリテ
ィ、核不拡散に関して妥協することなく原
子力発電を行いたい国がこれを実現してい
くことを応援するべきとしている。

以上、まことに率直な分析と実務的な提
言である。原子力政策に関わる身として、
他国のことながら、緊張して読んだことを
付言し、結びとしたい。

昨年 10 月にサルコジ仏国大統領がフラ
ンス電力庁（EDF）名誉総裁のルスリー
氏に求めた同国の原子力界が直面する課題
を見据えての政策提言が今年 6 月に公表さ
れた 1。依頼がなされて間もなく、アラブ首
長国連邦の原子力発電所建設に係る受注競
争において韓国に敗れたこともあり、提言
は明るい未来を見据えてというより、危機
感に溢れるものになっている。我が国にお
いても現在、国際市場に参入する原子力産
業の取組みの在り方について議論がなされ、
さらには、原子力政策の新しい方向性につ
いても検討の要否が議論されているので、
この提言はきわめて興味深い。そこで、許
された紙幅の範囲でその要点を紹介したい。

提言は、まず、仏国の原子力界は 2030
年に向け、国内では既存原子力発電施設の
高経年化対策、廃止措置の実施、そして代
替炉の建設を並行して推進していかなけれ
ばならないし、競争の激しい国際市場にお
いてシェアをとっていかなければならない

のだが、現実には、各国が過去 15 年間に
おける原子力発電所の設備利用率の改善を
語るのに同国のそれは低下の傾向にある一
方、フィンランドやフラマンビルにおい
て、仏独が連携して次世代を担う炉型とし
て開発した EPR の建設が遅れ、この炉型
及び 20 万人が働く仏国原子力産業に対す
る信頼が傷ついていると指摘する。そこで、
1）AREVA 社は責任をもって、各方面の
協力を得て、フィンランドの仕事を最善の
姿で完遂すること、2）EDF はフラマンビ
ルでの EPR の建設遅れと超過費用を最小
化するのに必要な行動計画を立案・実行す
ること、3）設備利用率改善のため、計画
外停止の合理的管理に関する行動計画を立
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